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発話及び発話理解における合理性

―グライスの協調原理について一

川口 由起子

はじめに

グライス理論は、宇義通りの解釈では適切に意味を理解できない発話を説明
する研究の基礎として採用されてきた。 しかし、グライス理論の解釈は一定し
ておらず、そのためグライス以降の研究は共通の基盤を欠き、議論が混乱した
状況にある。グライス理論をめぐってさまざまな理解の混乱が生じ、多くの批
判1が寄せられた原因は、協調原理と格率 一般との論理的関係という視点からグ
ライスの会話の理論を検討することが現在まで |・分になされてこなかったこと
であると考えられる。このために会話の含みの推論について決定的な結論が与
えられていない。そこで、この論理的関係を明確にし、この視点からグライス
理論を発展させることが必要である。 1章でグライスの会話の含みの理論を概
観し、2章でその問題点を、 3章で協調原理と格率との論理的独立性を示すこ
とによりその解決を提示する。 4章以降で協調原理について論じる。本稿の日
的は、協調原理と格率との論理的独立性を手がかりに、協調原理とは何を説明
する原理なのかについて方向性を見出すことを試みることである。

グライス理論における会話の含み

含みとは、話し手が字義通りには意味していない内容を聞き手が推論によつ
て導き出した理解内容である。その、kう な推論のための基礎となる原貝1を 与え
るのが、協調原理と格率である。たとえば、「ン|ヽ―ム・スイー ト・ホーム」を歌つ
た人Xに関する以 下のような 2つの発話を考えてみよう2。

例 1

a.X嬢が 「ホーム・スイー ト・ホーム」を歌った。
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b.X嬢が一連の音声を発したが、それらの音声は「ホーム・スイー ト・ホーム」
の楽譜とびつたりと対応していた。

「歌う」という語に「一連の音声を発する」という意味があるσ)で、aの代
わりにbと 言つてく)よ いと考えられる。しかし、実際に会話で聞いたときには、
aと bの印象はまったく異なる。 bを聞いた人は、なぜ話し手がaのように言
わなかつたのかを考慮することになる。わざわざ手の込んだ言い方を話し手が
選んだのは、簡潔でほぼ同義の「歌つた」という語の使用を避けたからである
と考えることになるであろう。すなわち、bと 言うことによつて、X嬢の歌い
ぶりと通常 「歌う」という語で示される歌いぶりとの間にかなり開きがあるこ
とをほのめかし、たとえば、「X嬢はホーム・スイー ト・ホームをひどく下手に
歌ったJと 相手に理解させようとするためであったと考える。この結果、bの
文の発話からは、その文の宇義通りの意味とは別の内容が聞き手によつて理解
さオtる ことになる。このとき、聞き手によつて理解されることになった 「X嬢
はホーム・スイー ト・ホームをひどく下手に歌った」という内容が、bの発話
の 「会話の含みconversational implicature3」 でぁり、このような理解にいた
る推論を駆動する原則として、協調原理と4種類の格率があるとグライスは主
張した。
このように宇義通りに理解すると不自然になる発話がそれにもかかわず自然

なものとして理解されている事態を、そのような原則によつて説明するのがグ
ライスの理論である。これらの原則については後に詳論することとして、ここ
では、とくに「宇義通りでは理解できなくなる」という点が前提となっている
ことを強調しておきたい。なぜなら、含みを導く推論においては、「宇義通り」
にはどのような意味になるかという視点を前提として、推論を導く諸原則がど
σ)よ う|こ使用さオλるかということが半晰きされるからである。

協調原理 (Cooperative P五 ncゎ le、 以下 CPと する)の内容は以下である。
「会話の中で発言する時には、それがどの段階で行われるt)のであるかを踏ま
え、また自分の携わっている言葉のやり取りにおいて受け入れられている日的
あるいは方向性を踏まえた上で、当を得た発言を行うようにすべきである。」
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格率 (Maxims)に は<量・質 。関係 。様態>の 4カテゴリーがあるとされて
いる4。 x嬢に関する会話の例では、様態の格率「わかりやすく言え」が遵守さ
れていないということになる。ただし、これらの原則は、話し手が守らなけれ
ばならないような規則ではなく、これに従おうと意識しつつ話すような原則で
もないとされている。すなわち、この原則は聞き手が発話を理解するために、
話し手が従っているだろうと聞き手が予想する原則であるとするのがグライス
の理論の立場である。

グライスによつて会話の含みは 3つに分類されている。
グループA:どの格率も侵害されていない例。あるいは少なくとも、何らかの格率が
侵害されていることが明白ではない例
グループ B:ある格率が侵害されているが、その理由が他の格率との衝突を想定
することで説明できるような例
グループC:格率の非遵守の利用を伴う例。つまり、会話の含みを盛り込む目的の
ためにある格率を無視する、という手続きを伴う例

ここで注目すべき点は、これらの分類において、格率の遵守、りF遵守という
ことが分類の基準となつているということである。ところで、「含み」に関する
一般的特徴づけ5においては、「会話の格率、あるいは少なくとも CP」 につい
て遵守、非遵守が問題となっている。このことから、格率とCPと はどのよう
な関係をもつかということが当然の疑問となるはずである。しかし、これまで
のグライスの理論をめぐる議論においては、この点が 卜分に検討されることは
なかった。まず格率を遵守するとはどういうことかを明らかにしたうえで、格
率とCPと の関係を考察する。

2 あいまいな境界線―格率を遵守? 非遵守 ?

先に述べた会話の含みの 3分類における説明は十分に説得的ではない6。 問題
となるのは、以下の 3つである。
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(2)格 率を遵守するときの含み (グライスのグループ A)の説明が整合的で
ない。

伊12
A:ガ ソリンを切らしてしまった。

I anl out of petrol.

B:す ぐそこにスタンドがある。
There is a garage round the corner7

含み―Bはガソリンスタンドが営業中でガソリンの在庫があるか、ある可能性
がある (少なくともそうであると考えている)。 等々
グライスは、「この含みがなければ Bは格率を遵守しないことになるから、

ガソリンスタンドが営業中である等々を含みとする」と注釈をつけている。B
の発話は関係の格率 (Ma対m ofRelation、 以下MR)に従い関係のあることを
述べている、という不自然な仮定により含みが推論される。つまり、関係のあ
ることを述べているはずだから、garageと はガソリンスタンドのことであり、
ガソリンを入手したがつているAの発話 (の解釈)に基づき、ガソリンスタン
ドでガソリンが入手できると述べているのだ、という推論である8。 しかしなが
ら、格率に明らかに従つているのに、「格率に従つているのだから」という推定
から含みを導くという説明は不自然である。そもそも、推論の前提となつてい
る「例 2におけるBの発話はAの発話に対して MRを遵守している」という
ことが疑間である。このグループの含みの推論における説明で、グライスは、
宇義通りでは例 2は見かけ_Lでの格率の非J_9守であり、グループCの ような格
率の本当の非遵守ではなく、その意味でグループAは グループ Cと異なるとい
う説明を与えたがっているのだが、この説明は当を得ない。
(2)格 率を遵守するこのグループに、会話の含みがない場合が含まれていな

い。この問題は、(1)に深く関わっている。どちらも、格率の非遵守 (と 含みの
存在)を字義通りで判断しきれるかどうかという問題が根底にあると思われる
からである。グライスによるグループA～Cは会話の含みの分類であるので、
含みのない場合が含まれないのは当然かもしれないが、含みのない場合と含み
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がある場合が見かけ上同じ場合、CPと格率の遵守という観点のみからは含み
があるかないかを判断することはできなくなる。宇義通りそのままで理解でき
る会話は、すべての格率を遵守しているからである。 したがって、グライスの
ような分類では、宇義通りで格率を遵守する場合において、含みの存在を調べ
る方法は「会話の含みの特徴付け」の (2)(3)の みとなる。 しかし、(2)
(3)の条件をみたしているかどうかを判断することは、含みを先に理解する
ことなしには不可能であろう。聞き手によって、話し手の字義通りの発話 pに
おいて話し手が 「q(含み)と いうことに気づいている、あるいはqと 考えて
いると仮定する」必、要がある、と判断できる時点では、既に含みは理解されて
いるはずだからである。この方法では、問題の発話に字義通りでは意味されな
い含みが存在することを理解したのは、含みが存在すると前もつて知っていた
からだ、という説明になってしまい、含みの存在を有効に説明できない。
(3)グ ライスとレヴィンソンのあげたグループAの例がMRに関する例だけ

であることが問題である。なぜなら、グループAの特徴が、MRあるいは関連
性の特徴に依存している可能性が高いからである。グループ cに分類される
MRの非遵守の例の説明において、グライスは「見かけだけでなく本当に MR
を侵害することによって含みが生み出されているような例はおそらく稀だ」と
述べている9。 こう述べることから、見かけ上だけで格率を遵守しない事例は
MRに関してのみ生じるのではないかと私は予想する。MRに関する発話のみ
がグループAに分類されるのならば、グループAの説明が不自然なのは、グラ
イスの言う「見かけ上」は非遵守であるという特徴のためではなく、MRの遵
守における関連性の特徴にグループAの特徴が依存しているからである。

3 協調原理と格率の論理的独立性

先に挙げた問題は、すべて、格率を遵守しているのかしてぃないのかという
境界 (と 含みの存在と)が曖昧であることから生じている。CPと格率との論
理的独立性を確認することにより、(1)と (2)の問題は解決できる。
CPと 格率の論理的独立性は、以 下のような格率を遵守しないと同時に CP
を遵守する有意味な事例によって示される。



例 3 Aと Bの共通の友人 Cについて、Aが Bに Cの仕事ぶりをたずね、B
がこう答える。
B:「ええ上出来だと思いますよ。彼は同僚のことが気に入っているし、まだ刑
務所にも行つていない。」10

グライスによれば、この例の下線部における含みσ)推論は以下の 3つのス
テップで行われると説明されている。「(1)Bは明らかに格率『関連性のあるこ
とを言いなさい』を侵害しているから、わかりやすさを要求する格率の一つを
無視していると見て良いが、しかし私の知る限り、Bが CPを拒否していると
考えるべき理由はない。(2)状 況からして、Bの発言が関連性を欠くことがたん
なる見かけにすぎないと見なすためには、Bは Cのことを不誠実なことをやり
かねない人間だと考えている、と考えオしば良く、またそう考えるほかはない。
(3)私がステップ(2)を割 り出し得ることをBは知っている。それゆえ、Bは、C
が不誠実なことをやりかねない人間だということを含みとしている。J(傍点引
用者)

この例は、グライスによればグループ ()に分類されており、格率を明らか
に遵守しない例であるの下線部では MRは遵守されない。CPの遵守について
は示唆的な記述しかないものの、傍点部分はこの例が CPを遵守していると考
えるのに十分な記述である。このような例から、CPを遵守しながら格率を遵
守しないことが可能であることは明らかである。CPの要求に従いながら格率
の要求を保持しないことが可能だということに基づき、CPと 格率の要求の独
立性は示される。この独立性によつて、問題(1)は以下のように解決される。例
2の Bの発話は、例 3と 同様に、MRを遵守しない発話だと考える。こうすれ
ば字義通りでMRを遵守しない発話を本当はMRを遵守しているはずだという
想定から含みを推論するという不自然な説明は必要なくなる。また、格率を遵
守しない発話をカテゴライズするためにも、格率をすべて遵守するというカテ
ゴリーは用意され4tければならない。これが問題(2)に たいする解答である。
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グライス 本稿

含みあり
(協調原理を連守)

グループA
グループ B、 C

すべての格率を連守 格率のどれかを非連守

格率のどれかを非遵守

含みなし (協調原理を連守) (言及なし) 格率をすべて連守

グライスの格率とCPについての考えは、おそらく以下のようなものである。
表面的な (=宇義通りの)レベルでの格率の非遵守が起こった場合、それが表
面的なものにとどまるのかどうかは、より深いレベル (=含みを理解するレベ
ル)での CPの遵守から理解される。一方、CPを遵守しない発話t)存在する
が、この場合格率の非遵守は単なるみせかけではなく、端的に当を得ない発話
である。
『回顧的あとがき』のなかに、CPと 格率の関係について述べられている個
所があるH。 「格率は CPに依存する」という内容であるが、グライスの挙げた
例の発話は CPを遵守しつつ格率を遵守しないので、矛盾が生じてしまう。も
し格率とCPと が論理的に依存関係であるのならば、格率のうちひとつでも遵
守しないとCPの要求もみたさないことになるはずである。 しかし、そのよう
なグライス解釈では矛盾が生じる。

(3)、 つまりMR及び関連性についての問題 ()、 協調原理と格率の論理的独
立性によつて解決の糸口が与えられる。上の例2Bの発話はMRを遵守してい
ないと先に述べた。その理由は、宇義通りのレベルでの発話理解では関連のな
い (少なくとモ)関連が十分ではない)発話であるからである。つまり、例 2の
Bの発話はMRの要求をみたしていない。それでもなお先行する発話に関連が
あるように思われるとしても、宇義通りではMRは遵守されないのであるから、
それは CPの要求σ)ひ とつ、「連結性Jと 呼ぶンヾき()の である。本稿では詳しく
論じないが、従来の研究で少なからず提示されてきたMRと 関連性の他との性
質の違いについての議論 (ま たこう考えることによる、他の格率よりも重要性
が高いという指摘)にたいする私の反論は以 上二のようなものである12c MRと
関連性にかんする議論は、格率の非遵守がどういった観点から判断されるのか
という点と、CPの要求という点を検討せずになされてきた。それ故、たとえ
字義通りで関連がないように見える発話であっても、MRに 関しては格率を遵



守していないと考えるのが難しいという主張がなされてきた。 しかしその一方
で、グライス理論のポイントは、宇義通りで理解できる発話意味と宇義通りで
はあらわされない発話意味の違いを格率の遵守あるいは非遵守によつて説明す
ることにある、というのが通説になっている。このグライス解釈の矛盾は、CP
と格率との論理的独立性を明確化することで解決する。CPと格率一般とが論
理的に独立であるということは、つまり、格率の遵守/非遵守に無関係に CP
の遵守は可能であるということである。

4 協調原理と合理性

CPに関する考察はグライスの「合理性」の概念に関わりが深いと私は予想
している。CPが定式fヒできる理由は、グライスによれば以下のようなもので
ある。
「言葉のやり取りは、協調的な企てであり、この協調的な企ての中に各々の会
話者が見出す共通の目的(群)がある。 どの段階でも、可能な発言のうちいくつ
かは、会話を行う上でふさわしくないものとして排除さオしるので、CPが定式
化できる。」13

グライスが合理性について述べているのは次のような個所である。
「…私は、CPや格率の遵守が理にかなった (合理的な)ものであることを、
次のような結論を日指す方向で明らかにできればと考えている。すなわち、会
話/伝達にとつて中心的な日的 (た とえば、情報の授受だとか、影響を与え合っ
たりすることだとか)を配慮する人なら誰でも、適当な状況では、《言葉のやり
取りは全体として CPと 格率を遵守する形で行われる》という仮定の下で初め
て有益となる種類の言葉のやり取りに参加することに関心を持つことが予想さ
れるのでなければならない、という結論である。」14

CPについて、格率との論理的独:立性を手がかりに考えてみよう。CPと 格
率は論理的に独立なので、可能性は次の 4つである (含みが存在するか、また
会話が成立しているのかどうかは、ひとまず別1の問題と考えておく)。

1.CPも 、格率のすべても遵守 (通常の含みのない会話が例としてあげられる)
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2.CPは遵守、格率のすべてではなく少なくとt)ひ とつは非遵守 (含みのある会
話が例としてあげられる)

3.CPは遵守、格率のすべてを非遵守 (日 常的に起こる確率が少ないものの成立
可能と思われる。含みを持つ例は想定可能)

例
A「今から禁煙しようと思 う。簡単だよね ?」

B「君アメリカ人だからね。」
含み―明らかに嘘を言うことによる皮肉、あるいは自分が嘘を言うことによっ
て相手の言明も嘘だということを含みとする「そうは思わない(どだい無理だ)」 、
質問に答えないことによる情報提供の拒否「答えたくない」、関係のないことを
言うことによる話題参加の拒否「それについて話したくない」、わかりにくく言
うことによる決定的な言明の拒否「明らかには言いたくないJ

4.CPはりF遵守、格率のすべてではなく少なくともひとつは非遵守 (た とえば、
話を聞いてなかつた場合の会言舌。含みはない)

例
A「明日大学来る?」
B「おなかすいたね」
ただし、この場合聞き手は言舌し手が CPを遵守しているのかどうか正確な判断
はできないかもしれない。
5 CPは非遵守、格率のすべてを遵守 (計算機のプログラムの ELIZAや
DOCTORが fFlに挙げられるかもしれない)

CPの内容についての議論は論者によつてさまざまである。これは、CPの
内容とともに CPの定式化が曖味なためである。CPの定式化の問題点とは、
CPの要求として考えられるものが複数あることである。今までの議論を整理
すると、CPがあらわしている内容は次のように複数考えられる。
1)そ の名前通 り、協調的な発話を要求する
2)内容にあるように、当を得た発言を要求する
1)と 2)の 両方である
1)か 2)の どちらかがみたされていればよい
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1の場合、さらにハヽたつの可能性が生じる。1)‐ 2は 1)‐ 1を 含む。
1)‐ 1 協調的な発話とは、「相手に協調づ~る 意思を持つている」という限定的な
意味になる。たとえば、ある種の外交的な対話や口喧口華は、協調的ではないと

考えられる15。

1)‐2 少なくとも相手に向かつて発話をしている (よ り明らかには、発話をし
ている意思があることが伝達される)時点で、どのような発話であれ協調的で
ある16。

2)の場合、5の ELIZAの場合ばかりか、続けさえすればどのような発話も
CPを遵守していることになる。ただし、「相手に向かつて発話している」とい
う条件だけは残るであろう(た とえ計算機でも、インブットに対してアウトプッ
トをするなら相手に向かつていると考えることは可能であろう)。 3)の場合、可
能性はふたつである。すなわち、1)‐ 1+2)と 、1)‐ 2+2)で ある。4)の場合、十分
条件にはなるかもしれないが必、要条件を確定できない。
いずれにせよ、 Lの ような議論は、CPは格率のように遵守しているのかど

うかが判定可能であるという予想に基づいている。 しかし、CPが格率と同じ
ようなfL方で、聞き手の側かし、遵守されるあるいはされないと判定すること
は可能だとは思われない。上の4の例で明らかなように、ある発話が CPを遵
守していないにもかかわらず字義通りの理解では格率のどれかを遵守している
と思われる場合は、CPを遵守しかつ格率のどれか (すべてでなくてよい)を
遵守しない場合との区別は宇義通りでは行えないばかりか、聞き手はふつうそ
のような発話をCPが遵守されていないとは想定しづらい。「明日大学来る?」

という発話に対して 「おなかすいたね」という発話がかえつてきた場合、後者
の発話をした者が話を聞いていなかつたのかそれとも質問に対して答えを与え
たくないと意図しているのかは判断できないであろうからである。
CPの内容を広く取つて、会話を行う上でふさわしくない発話はCPを遵守

していない、と仮定してみよう。しかし、格率を明らかに遵守しない発話が通
常会話を行ううえでおヽさわしくないとされる発話であるとしても、含みを持つ

発話として理解可能である。したがつて、グライスにとつて「会話を行う上で

ふさわしくない」というのはおそらく、表面的な格率遵守のレベルでではなく
より深いレベルで、意味 (含み)が理解できないような発話のことであろう。

102



発話及び発話理解における合理性

そうであるならば、理解できない発話かどうかは宇義通りのレベルで判断不可
能である。
では、逆に、CPを遵守していれば会話は成立し、かつ、会話が成立してい

れば CPを遵守する、と仮定してみよう。これはほとんど何も説明していない。
会話の成立条件を明確に記述できるかは不明だが、ともかくそれが非常に広範
囲な条件になることは予演1さ れる。会話の成立イコール CP遵守と考えるなら
ば、CPはほとんど何も意味のあることを表現しているようには思われない。
グライスの会話の原則には格率だけが残されるであろう。しかし、格率だけで
理解可能な発話であるか、また含みを推論すべき発話なのかを説明するのは不
可能であることは先に述べた通りである。結局、何らかの (遵守するのかどう
かという観点を持つ)ルールとして CPを考察することでは、会話の推論にお
けるCPの役害1を明確に提示することはできないのである。

5 協調原理とはなにか

CPは格率と同じような仕方で、遵守非遵守を判定できる種類の原則ではな
い。グライスによる記述に忠実に考えるならば、含みが理解できれば、少なく
とも CPは遵守されていると考えられる。 しかし、CPの遵守は会話が理解可
能かどうかの判断基準にはなれない。これは原理的に不可能である。CPの価
値は会話の成立を決定することにはない。 しかし、われわれが (字義通りのレ
ベルでは自然な理解ができない)会話を理解できるのはなぜかという問いに対
して重要な点を示唆している。すなわち、発話内容を理にかなった仕方で理解
しようとすることは、CPを保持しているという想定によって裏付けられる。
それで()発話が理解できなければ、やむなくCPを遵守していないとの判断を
ドす。オツtわれはまず CPは連守されているというF・測σ)()と で発話を,1解 し
はじめる。会話σ)参加者として、このような CP遵守の想定は合理的なt,の と
して保持されている。
CPの価値は、宇義通りでは理解できない発話の含みの推論、および、聞き

手による「理解できない (だからさらに推論が必要である)」 という理解に貢献
しているという点にこそある。この性質によって、CPは遵守されない (含み
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が理解されない)場合に意識されるような種類の原貝1である。したがつて、CP
と格率から成る従来のグライスの会話の原貝1で 「ある発話が理解できない」と
いう事態を完全に説明することは難しいが、理解できない発話をわれわれがい
かに推論するかということを説明するための基礎を与える可能性は大きし、)つ
まり、聞き手の理解は以下のように進むと説明できるであろう。
1聞き手は宇義通りのレベルで発話を理解する。ここで話し手の発話が格率を
遵守しているのかどうかが判断される。
2.格率のいずれかが遵守されていないと判断するなら、話し手の発話は CPを
遵守しているという想定に基づき、CPの遵守 (具体的にはその段階で共有さ
れている目的に貢献すること等)と 同時に成立可能な含みを導出するようなllF
論を聞き手は行う。
3聞き手が含みをまったく導出できない場合、話し手の発話は CPを遵守しな
いと判断され、「理解できない」という理解にとどまる。
現実では、話し手の発話が理解できなかつた聞き手は、そこで会話を打ち切

るのではなく、聞き返し等を行うであろうっこれは、われわれは発話を理解す
るために CPが遵守されているという予想と発話内容とを両立させようとする
ためのアプローチであると考えられる。聞き手には CPを遵守すると判断する
材料が見出せなかったにもかかわらず、それでもなお、話し手は CPを遵守す
る発話内容を伝達しようとする意図があるという予想をする傾向が高い。つま
り、聞き手は大きな前提として「話し手の発話は CPを遵守するはずである」
という想定をできる限り最後まで放棄しようとしないのである。
一方で、CPは共有される目的のずれを修正することに役立つことがある。

伊l

A:「 さつきの件、 どうなった ?」

B:「 ああ、予約しておいたよ。切符っ」
A:「 切符 ?さ っきの件って、〇〇の話じゃなくて ?」

Bの発話は、宇義通りのレベルで格率をすべて遵守しているので、共有の目的
に明らかな貢献をする発話であると予想される。しかし、実は会話の参加者に

104



発話及び発話理解における合理性

話題が共有されていなかつたことが明らかになる。格率をすべて遵守している
にもかかわらず Bの発話が自分の信じている目的への貢献として理解できな
かったAはお互いのあいだに行き違いがあることに気づく。このような事態も
「発話は CPを遵守する」という想定なしには説明できないと思われる。何に
対して格率が遵守されていると言えるのかという問題についてはさまざまな議
論があるが、この問題はいったん無視して考えてみよう。上の例ではAも Bも
自分の側からは格率を遵守した会話を行つているであろう。 しかし、話がかみ
合わないので、そもそもそれに向かって「当を得た発言をしている」はずの共

有の目的にずれがあるということが推論される。格率の遵守はそもそもCPの
「当を得た発言をせよ」という内容にかなうような仕方で行われるはずと考え
られる。 しかし、格率を遵守しているにもかかわらず話がかみ合わない (共有
の目的にずれが存在する)場合においてさえ、会話の参加者は相手の発話がCP
を遵守していないと考えるのでなく、CPの遵守、つまり、何らかの目的に対
して「当を得た発言をする」ことは保持され、そのずれを目的のずれと理解し
ようとする自然な事例が存在するのである。このような例はいかに CP遵守の
想定がしつこく保持されるかということを示しているであろう。 しかしこの事
例についてはさらに考察が必、要であるのでここではこれ以上論じない。
ここでもう一度、グライスの会言舌の含みの一舟支的な特徴づけを振り返つてみ

よう。特徴づけの (3)は以下のようなt)の である。
「聞き手には (2)で触れた仮定の必要性を割 り出す能力、または直観的に把
握する能力がある、と話し手が考えていること (し かも、自分がそのように考
えていることが聞き手にもわかるだろうと話し手が予想していること)」

聞き手によつて「話し手の発話の CP遵守Jと いう想定が保持されるので、
「聞き手が含みを理解できると話し手が考えているJと いうのは、「聞き手が話
し手の発話を CPを遵守するものと想定して推論をする」ということと考えら
れる。CPがあらわしているのは、以 下のようなことであると言えるであろう。
すなわち、CPを遵守しているという想定を持ちながら発話を理解するための

推論をはじめるということは、会話のすべての参加者に保持され、また保持さ
れることが合理的であるという非常に前提的な原則がある。このような方向性
で CPに関する考察を進めることは、発話の理解における合理|｀生を示すという



問題を解決するために有効であると考えている。そのためには CPの要求を明
確化することが必、要である。聞き手が話し手の発話が CPを遵守していると判
断するための条件を明確にすることが今後の課題である。

註

|ただし、本稿では、発話意味の計算及び確定が不可能であるとσ)批判については扱わな
し、、私自身は、グライス理論のみで含みの内容を確定的に説明することは不可能だという
意見に賛成せざるを得ない。しかし、グライス理論の意義は、発話意味を確定理解する理
論としてび)発展につなげるべきく)のではなく、そのような議論の基礎を与える概念整理と
して意義があると考えられる。私の知る限り、このようなグライスの位置付けlt十分にはタデ;蹴跳秘ど黒熱31属|ス

解釈すら定まっoれvが発険であ乙
3グライスの分類では、会話の含みは非慣習的な含みの一定の部分集合である。
・ 4種類の格率
量 1(言 葉のやり取りの当面の目的のための)要求に見合うだけの情報を与えるような

発言を行いなさい。
2 要求されている以上の情報を与えるような発言を行ってはならない。

質  真なる発言を行うようにしなさい。1 偽だと思うことを言つてはならない。2 +分 な証拠のないことを言つてはならない。
関係 関連性のあることを言いなさい。
様態 わかりやすい言い方をしなさいっ1 曖味な言い方をしてはならない。2 多義的な言い方をしてはならない。3 簡潔な言い方をしなさい (余計な言葉を使つてはなるない)。4 整然とした言い方をしなさい。

(グライス(1975)p26-27 邦訳 37‐39頁)

他にく)格率が,と、要かモリしれないという議論もあるが、本稿ではこの点については論 じなし、)5グライスによる含みσ)特徴づけは以下である。ある人が pと いうことを言うことで (と
きに、なかで)、 qと いうことを会話の含みとしたと言えるのは次の条件が充たさオしてい
る場合である。
(1〉 その人は会話の格率を、あるいは少なくとも CPを、遵守 しているt)σ)と 推定され
ること
(2〉 その人のpと いう発言またはそσ)素振 り (あ るいはそのどちらかが行われていると
いうこと)を 右の推定と両立させるためには、その人がqと いうことに気づいている、あ
るいは qと 考えている、 と仮定する必要があること
〈3)聞 き手には 〈2〉 で触れた仮定′)`Z、要性を割 り出す能力、または直観的に把握する能
力がある、と話し手が考えていぅこと(しかく)、 自分がそのように考えていることが聞き
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手にもわかるだろうと話し手が予想 していること)

(グ ライス(1975)p30-31 邦訳 44頁 )

6含みの分類は、グライス以後の研究者のあいだでいまだ定まったt)のはない。レヴィン
ソンはグライス同様に格率遵守の場合でも含みが存在することがあることを積極的に認
めている。レヴィンソンは、格率を遵守する場合と遵守 しない場合にまず分類 し、この境
界をより重視しているようである。しかし、格率遵守の場合の含みについては、レヴィン
ソンによる説明も同様に説得的でない。
例
A:今何日寺?
Call you tc!i nlc the time?
B:牛乳配達はもう来たよ。

Vヽe‖ ,thc nlllkman has comc
含み―正確な時間は分からないが、牛乳配達が来た頃の時刻であり、Bはその情報が A
への答えの手がかりなると考えていること。等々̀,

この例はMRの遵守の例として挙げられている。 (レ ヴィンソン(1983)邦 訳 p‖ 3)
トーマス(1995)は、レヴィンソンやグライスとは異なり、格率遵守の場合は含みは存在し
ないとしている。しかしながら、協調原理と格率、及び協調原理と含みの関係については
言及されていない。いずれにせよ、格率を遵守するかしないかという点がグライス主義的
な説明の要になっていることは明らかであるように思われる。7グライス(1975),32 邦訳46頁8た だし、こσ)例を引用したグランディ(1989)は、Bは 「スタンド=ガ ソリンスタン ドJ
とは言つていないと説明しており、字義通りのままでは関係がないことを認めているよう
である。ただし、このような推論 (「 スタンド」=「ガソリンスタンド」)は inlp!たature

ではなくcxpltaturcだ と思われる。cxplicaurcは 、未だ決定的な定義は定まっていないが、
命題 レベルの意味の拡充 (不足・省略情報の特定化等)と 考えられている。SpcrbcttWiltton
σ)関連性理論を考慮に入れれば、MRにかかわる含みの推論は cx口にaturcに かかわると予
想している。そうであればMRにかかわる含みには inlplにaureと cxplicaturcが混在 してい
ることになり、この点もMRにおける混乱の原因の一部となつているのであろう。
'グライス(1975)p35 邦訳 51頁
“グライス(1975)p24、 31 邦訳 34、 44頁
11グ ライス(1975)p370 邦訳 325頁
12関 係の格率は他の格率と比べてより根本的であるという議論やその主張にかんする議
論は、ハーニッシュ(1991)p316～ 、ケムブソン(1976)、 ホール ドクロフト(1977)等で行われ
ている。こσ)主張はレヴィンソン(1983)、 バー ド(1977)で引用されるが、こσ)両者はその
主張に対する独自の態度を示していない。これらび)主張に対する反論は川L](2001)で行つ
たが、そσ)内容は以下で力,る。彼らの議論では、次σ)2点が指摘されている。
i関係の格率を遵守しない場合発話は関連性を持たない
liし かし依然として直前′)発話に対して何らσ)つながりが存在する
iは関係の格率′)非遵守の、iiは協調原理′)遵守σ)結果である。従来、関連性は関係の格
率を遵守することのみで要求されると思われてきた。ilの 「つながり」は関連性であると
考える限り、liな らll関係の格率を遵守すると想定されるので、矛盾した議論になる。こ
のような主張に対して、‖の「つながりJは協調原理を遵守→~る ことで要求される連結性
とし、従来の関連性の概念を整理した。すなわら、いままで「関連性Jと 呼ばれてきたく)



のには、協調原理が要求する「連結性 cQlncctcdness」 と呼ぶべきもσ)と 、「関係の格率」
が要求する「関連性」、すなわちrc!c'alccと 呼ばれてきたt)の との2種類が区別されるこ
とを示した。この結論により、従来の関連1生 をめぐる議論は、conncctcdncssと にlcv劉lcc
の両方が関係の格率に従うことでみたされると考えた点で誤っていることが示された。1'グ ライス(1975)p26 邦訳37頁11グ ライス(1975)p30 邦訳 43頁  「理にかなった (合理的な)」 の原 文は
rcasonablc(ratiOna!)で ある。
15バード(1977)等でこのようなc∞pcra“vcの解釈がなされている。
!6こ のような解釈はたとえば以下の論文で見られる。橋元良明「対話のパラドックスJ『交
換と所有』現代哲学の冒険 10 岩波書店 !990年
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